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令和3年度　苦情解決の状況

【四恩学園】

なし

指導員お
よび家庭
支援専門
相談員

【四恩たまみず園】

母からの外泊希望の連絡に
対して電話対応をしていた
現場職員では判断がつか
ず、後日の返答としたが、
その後FSWとの情報共有がで
きていなかったことで、ご
家族より施設からの返事が
遅い、外泊にあたって仕事
の調整ができないとの苦情
があった。

部署の職員より、職員間の
情報共有ができていなかっ
たことを謝罪するととも
に、外出、外泊について、
大阪市の判断でもあり、施
設単体で決めることができ
ないことを母に説明。FSWよ
り、外泊について、まん延
防止措置が解除される時期
が未定であること、それま
では具体的な日にちを決め
られないことについて説明

小6男子 母1/21


